
 

 

 

 

 

令和６年度 第１回 

 

使用料等審議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和６年１１月６日（水）  

 

場 所 芽室町役場地階 会議室５・６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策推進課財政係  



 

 

○ 会議次第  

 １ 町長あいさつ （代理 佐野副町長）  

 ２ 会長あいさつ 丹野会長  

３ 諮    問  

４ 議 案 審 議  

（１）コンビニ交付手数料の設定について 
 

５ 説 明 事 項 
 

 

○ 出席委員  

 杉 本 みどり   福 田 清 貴   荻 原 真理子  

丹 野   寛   櫻 井 香 代   平 岡 早 苗  

 髙 橋 圭 輔  

 

○ 欠席委員  

桜 井   哲    白 銀 孝 志    松 山 陽 一  

 

○ 傍聴人   ０人 

 

○ 副町長  佐 野 寿 行  

 

○ 事務局  

   政策推進課長補佐兼財政係長   中 田 雅 彦  

   財政係主事           前 田 一 樹  

   財政係主事           川 瀬 吉 澄  

 

○ 説明員  

住民税務課長          松 田 奈 巳  

住民窓口係長          齋 藤   錦  

 

  午後６時５５分 開会 

  



 

 

 

１ 開 会  

   中田補佐  

 

２ 町長あいさつ  

   佐野副町長  

 

３ 会長あいさつ  

   丹野会長  

 

４ 諮  問  

   副町長から丹野会長へ諮問書手交  

 

５ 議案審議  

〇コンビニ交付手数料の設定について住民税務課長及び住民窓口係長から説明 

【意見・質疑応答】 

（委 員）委任状が必要な場合のコンビニ交付はどうなるのか。 

（説明員）対応できないので役場窓口で対応する。委任状が必要なケースは現場感

覚で全体の１割程度だと思われる。 

（委 員）料金を通常の半額にしたとして、利用率は上がるものなのか。 

（説明員）半額による利用率向上ではなく、仕組みが入ったことを町民に知ってい

ただく機会として考えている。あくまで選択肢が増えたことを本料金の

設定でより知っていただくということを考えている。 

（委 員）料金設定より自動交付機廃止のほうが重要であると考えるため、周知の

徹底をお願いしたい。 

（説明員）町民への周知は徹底させていただく。 

（委 員）１年６か月の期間設定はなぜか。 

（説明員）令和７年１月から開始想定で、繁忙期の３月、４月を網羅する令和８年

７月までとしている。 

（委 員）夢カードは利用できなくなるのか。 

（説明員）印鑑登録証明書としての役割があるため、今後も利用可能。 

（委 員）コンビニ利用に関する教室や勉強会の開催は考えているか。 

（説明員）役場窓口にてコンビニ同様の操作ができるタブレットの導入を検討して

おり、その場で操作感を周知したいと考えている。 

 

 



 

 

６ その他 

〇「芽室町手数料徴収条例」事務局から説明。 

【意見・質疑応答】 

 特になし。 

 

午後７時５０分 閉会 


